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皆さんのご意見は、予算の審査や市政運営に活用

今回は、霧島市内の市民グループ・団体からご意見をいただきました。

2月

2020年（平成32年）の鹿児島
国体について

霧島市体育協会

・サッカー：メイン会場（国分陸上競技場）の駐車場が

少ない。

・ハンドボール：国分中央高校体育館の新設予定がある

が会場として使用できないか。

・ゴルフ：会場は、民間施設を利用するがボランティア

の確保をどうするか。

・馬術：市には協会がなく、競技会場の問題がある。

・剣道：会場の照度と練習場所が不足している。

2月5日

テーマ

総務文教常任委員会

漁協・漁業に関する要望に
ついて

錦江漁業協同組合

・国分下井で海苔の種付けをし、養殖したが6年前から

成長しない。下水道の排水が原因か調査してほしい。

・2年前から国の事業でアマモの植え付けとワカメの養

殖を始めた。ワカメは良いが、アマモは全く育たな

い。原因は何が考えられるか。

・漁師の高齢化が進んでいる。若者に魅力ある施策を。

産業建設常任委員会
2月3日

テーマ

環境福祉常任委員会

・12月に提出した「国保税値下げの陳情書」がなぜ不

採択になったのか。市民の身近な自治体がどういう役

割を果たすべきなのかの観点が抜けている。

・地域ごとに健康増進を図っているが十分と思えない。

市民力を引き出してほしい。

・地方は、福祉自治体としてのあり方が問われていく。

社会保障推進協議会2月4日

市民の社会保障・福祉充実の
ための学習及び要請活動に
ついて

テーマ

霧島市の救急医療の現状と
今後の改善に向けての姶良地区
医師会からの提言について

姶良地区医師会

・救急医療の現状の把握をしてほしい。

・市の援助制度の強化をしてほしい。

・市民への理解を求める働きかけを行ってほしい。

2月4日

テーマ

5月18・19日 を開催します!
開催日

5月18日

福山

牧園

国分

溝辺

持松地区公民館

下井公民館

崎森地区公民館

19：00～
　　20：30

地区 場　　所 時　間 開催日

5月19日

横川

国分

霧島

隼人

国分ふれあいの郷

永水地区公民館

日当山地区公民館

19：00～
　　20：30

地区 場　　所 時　間

佐々木分団赤水地区
拠点施設福沢地区公民館

　条例で議会に設置することが認められている委員会は、常任委員会、議会運営委員会、特
別委員会の３種類です。これらの委員会は、本会議で全議員によって審議をすすめるより、
委員会ごとに分担を決め審査することで、より効率的で効果的な審議が行えるため設置して
います。今回の議会の「なぜ・何」では、各委員会の内容等についてお答えします。

　　霧島市議会　　

　常任委員会　 　議会運営委員会　 　特別委員会　

各常任委員会の定数及び所管は次のとおりです。所管する事務は自主的に調査することができます。

総務部、企画部、消防局、会計課、教育委員
会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価
審査委員会及び公平委員会の所管に関する事項
並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

総務文教常任委員会　9人

生活環境部及び保健福祉部の所管に属する事項

環境福祉常任委員会　8人

農林水産部、商工観光部、建設部、水道部及び
農業委員会の所管に属する事項

産業建設常任委員会　9人
予算に関する事項

予算常任委員会　13人以内

議会広報誌の編集及び発行、並びに議会広報広
聴の実施、調査、研究に関する事項

広報広聴常任委員会　8人

各委員会の目的・名称、設置数、任期は次のとおりです。
常任委員会（設置数5） 議会運営委員会（設置数1） 特別委員会（設置数2）

目的

委員会名と

任期

市の事務全般を各部門に区分け

し、部門ごとの事務に対し適正に

処理されているか調査・監視しま

す。また、市長が提案し、本会議

で付託された議案や請願などを審

査します。

定例会・臨時会において会議の期

間の調整や日程事項、質問者の順

序の調整など、議会の運営を円滑

にすることを目的として、議会全

般について協議、意見調整を図り

ます。

議会が特に必要があると認めた事

件を審査するために、その都度設

置される委員会です。

総務文教常任委員会　　2年

環境福祉常任委員会　　2年

産業建設常任委員会　　2年

予算常任委員会　　　　1年

広報広聴常任委員会　　2年

議会運営委員会　　2年 決算特別委員会

地方創生総合戦略調査特別委員会

（特別委員会に付議された事件が

議会において審議されている間）

委員会では、次の順序で審査されます。審査された結果は本会議で委員長が報告し、議員全員で採決されます。

執行部が議案を詳しく説明し
ます。

委員が執行部に対し、疑問点
など質疑を行います。

出された議案に対して、委員
が個人の意見を述べます。

賛成又は反対の立場を明確に
して委員間で討論します。

賛成委員は起立し、起立者が
過半数の場合、可決すべきも
のと決定します。

議案の説明 質　疑 自由討議 討　論 表　決

「議員と語ろかい」を開催します。霧島市議会では、各議員で構成される４班体制で各会場に出向きます。
 地域の皆さまのご意見をお聞かせください。
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